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－ 52－  

発生・再生科学
Developmental and Regenerative Bioscience

科目コード：３０２３ 1年次 2単位

１．担当教員

名前 分野・職名 連絡先

科目責任者 淺原 弘嗣 システム発生・再生医学分野・教授 Email:asahara.syst tmd.ac.jp

科目担当者

関矢 一郎 軟骨再生学分野・教授 Email:sekiya.orj tmd.ac.jp

仁科 博史 発生再生生物学分野・教授 Email:nishina.dbio mri.tmd.ac.jp

田賀 哲也 幹細胞制御分野・教授 Email:taga.scr mri.tmd.ac.jp

西村 栄美 幹細胞医学分野・教授 Email:nishscm tmd.ac.jp

久保田 俊郎 生殖機能協関学分野・教授 Email:t.kubota.gyne tmd.ac.jp

水谷 修紀 発生発達病態学分野・教授 Email:smizutani.ped tmd.ac.jp

原田 理代 臨床解剖学分野・助教

星 治 形態・生体情報解析学分野・教授 Email:o-hoshi.aps tmd.ac.jp

金井 正美 疾患モデル動物解析学分野・教授 Email:mkanai.arc cmm.tmd.ac.jp

高田 修治
国立成育医療研究センター研究所・

部長

黒柳 秀人 遺伝子発現制御学分野・准教授 Email:kuroyana.end tmd.ac.jp

井関 祥子 分子発生学分野・教授 Email:s.iseki.emb tmd.ac.jp

幸田 尚 エピジェネティクス分野・准教授 Email:tkohda.epgn mri.tmd.ac.jp

石野 史敏 エピジェネティクス分野・教授 Email:fishino.epgn mri.tmd.ac.jp

２．科目の教育方針

発生・再生・生殖医学に関する基本的知識を学び、最先端の研究戦略を理解する。

医学と生物学の両面から、十分な情報を得て、この分野において深い洞察力をつけることを目標とする。

３．教育目標

個の発生を通して、医学生物学的知識を蓄えるだけでなく、まだ解明されていないパラダイムが何であるか

を学び、それが明かされる事で期待されるインパクトを想像することで、サイエンス教育の本質に迫ることを

目的とする。

４．授業の概要

生命の誕生から発達まで、最新の分子生物学、遺伝学のレベルで概説する。また、小児成長における遺伝疾

患を系統的に学習し、発生学を基盤とした、将来のステム細胞を用いた再生医療への展望を考える。

５．授業計画・授業内容

別表のとおり。
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５．医療管理政策学（MMA）コース
授業科目
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○東京医科歯科大学大学院学則
  平成16年４月１日
  規  程  第  ５  号

　　　第１章　総則

第１条　本学大学院は医学、歯学及びそれらの相互関連領域に関する学術の理論及び応用を教授研究し、そ
の深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。
２　研究科ごとにおける人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、当該研究科等にお
いて別に定める。

第２条　本学大学院に、次の課程を置く。
　⑴　医学又は歯学を履修する修士課程及び博士課程
　⑵　前期２年及び後期３年に区分して履修する博士（前期・後期）課程（以下、区分する場合は、前期２
年の課程を「博士（前期）課程」、後期３年の課程を「博士（後期）課程」という。）

２　修士課程及び博士（前期）課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又
は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
３　博士課程及び博士（後期）課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はそ
の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと
を目的とする。
４　博士（前期）課程は、これを修士課程として取扱う。

　　　第２章　組織

第３条　本学大学院に、国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程（平成16年規程第１号）の定めるとこ
ろにより、次の研究科を置く。
　　医歯学総合研究科
　　保健衛生学研究科

第３条の２　本学大学院に、学外研究機関等の研究者等と連携して大学院教育を行う連携大学院実施のため、
連携大学院分野を置くことができる。
２　連携大学院分野については、別に定める。

第４条　医歯学総合研究科に、次の課程、専攻及び講座を置く。

（                        ）

課　　程 専　　攻　　名 講　　座　　名
修　士　課　程

博　士　課　程

医歯理工学
口腔機能再構築学
顎顔面頸部機能再建学
生体支持組織学
環境社会医歯学
老化制御学
全人的医療開発学
認知行動医学

医歯学系
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２　医歯学総合研究科医歯理工学専攻に、医療管理政策学コースを置く。
３　前項の医療管理政策学コースは、これを次のコースに区分するものとする。
　⑴　医療管理学コース
　⑵　医療政策学コース

第５条　保健衛生学研究科に、次の課程、専攻及び講座を置く。

　　　第３章　収容定員
第６条　本学大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
　⑴　医歯学総合研究科

　⑵　保健衛生学研究科

　　　第４章　修業年限等

第７条　本学大学院の標準修業年限は、修士課程及び博士（前期）課程においては２年（第４条第３項第１
号の医療管理学コースにおいては１年）とし、博士課程（生命理工学系専攻を除く。）においては４年とし、
博士（後期）課程及び博士課程生命理工学系専攻においては３年とする。

第８条　学生は、指導教員及び研究科長を経て、学長の許可を受け、在学期間を前条各課程の標準修業年限
の２倍まで延長することができる。

生命理工学生命理工学系

生体環境応答学
器官システム制御学
先端医療開発学

課　　程 専　　攻　　名 講　　座　　名

博士（前期･後期）課程
総合保健看護学

地域・在宅ケア看護学
看護機能・ケアマネジメント開発学
健康教育開発学

生体検査科学 生命情報解析開発学
分子・遺伝子応用検査学

区　　分 専　　攻　　名

修　士　課　程
医歯理工学
 （医療管理学コース）
 （医療政策学コース）

入学定員 収容定員

医歯学系
生命理工学系博　士　課　程

 110
 （5 ）
 （10 ）

 215
 （5 ）
 （20 ）

 189
 25

 756
 75

　備考　括弧内の数字は、医療管理政策学コースに係る定員の数を内数で示す。

区　　分 専　　攻　　名 入学定員 収容定員

博士（前期）課程

博士（後期）課程

総合保健看護学

生体検査科学

総合保健看護学

生体検査科学

 17

 12

 8

 6

 34

 24

 24

 18
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　　　第５章　学年、学期

第９条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

第10条　学年を分けて、次の学期とする。
　　前期　４月１日から９月30日まで
　　後期　10月１日から３月31日まで

　　　第６章　授業科目、履修方法及び単位等

第11条　本学大学院において開設する授業科目及びその単位数については、別に定める。

第11条の２　１単位の授業科目を、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業
の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、１単位当たりの授業時
間を次の基準により、各研究科において別に定める。
　⑴　講義及び演習については、15時間から30時間の範囲
　⑵　実験及び実習については、30時間から45時間の範囲

第12条　学生は、指導教員の指示に従って、授業科目の授業及び必要な研究指導を受けなければならない。

第13条　学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教
育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該研究科において支障のない場合
に限り、その計画的な履修（次項において「長期履修」という。）を認めることがある。
２　長期履修の取扱いに関し必要な事項は、当該研究科が定める。

　　　第７章　他の研究科又は大学院等における修学及び留学

第14条　学生が、本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学
院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。）を
本学大学院の研究科において教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学した後の当該研究科における
授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。
２　前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学大学院の
当該研究科において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えないものとする。

第14条の２　本学大学院の研究科において教育上有益であると認めるときは、あらかじめ本学大学院の他の
研究科と協議のうえ、学生が当該他の研究科の授業科目を履修すること又は当該他の研究科において研究
指導の一部を受けることを認めることがある。
２　前項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は、10単位を限度として、学生
の所属する研究科において履修した単位とみなす。
３　第１項の規定により受けた研究指導は、学生の所属する研究科において受けた研究指導とみなす。

第15条　学生が、他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると本学大学院の研究科において
認めるときは、あらかじめ当該他の大学院と協議のうえ、学生が当該他の大学院の授業科目を履修するこ
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とを認めることがある。
２　前項の規定により履修した他の大学院の授業科目について修得した単位は、10単位を限度として、本学
大学院の研究科において修得した単位とみなす。

第16条　学生が他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下「他の大学院等」という｡）におい
て研究指導を受けることが教育上有益であると本学大学院の研究科において認めるときは、あらかじめ、
当該他の大学院等と協議のうえ、学生が当該他の大学院等において研究指導の一部を受けることを認める
ことがある。ただし、修士課程及び博士（前期）課程の学生にあっては、その期間は１年を超えないもの
とする。
２　前項の規定により受けた研究指導は、本学大学院の研究科において受けた研究指導とみなす。

第17条　学生が外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」という｡）にお
いて修学することが教育上有益であると研究科において認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学院等
と協議のうえ、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。ただし、やむを得ない事
情により、当該外国の大学院等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協
議を行うことができる。
２　前項の規定により留学した期間は、在学年数に算入する。
３　第１項の規定により留学して得た修学の成果は、本学大学院の研究科において修得した単位（10単位を
限度とする｡）又は受けた研究指導とみなす。

　　　第８章　課程修了の要件等

第18条　各授業科目の履修の認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が学期末又は学年末に
行う。

第19条　各授業科目の成績は、秀、優、良、可、不可の５種とする。

第20条　修士課程及び博士（前期）課程を修了するためには、本学大学院修士課程又は博士（前期）課程
に２年（第４条第３項第１号の医療管理学コースにおいては１年）以上在学し、所定の授業科目について
30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合
格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者と研究科委員会におい
て認めた場合には、１年以上在学すれば足りるものとする。
２　前項の場合において、修士課程及び博士（前期）課程の目的に応じ研究科委員会において適当と認める
ときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
３　博士課程（生命理工学系専攻を除く。）を修了するためには、本学大学院博士課程に４年以上在学し、
所定の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して、そ
の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた
者と研究科委員会において認めた場合には、３年以上在学すれば足りるものとする。
４　博士（後期）課程及び博士課程生命理工学系専攻を修了するためには、本学大学院博士（後期）課程
及び博士課程生命理工学系専攻に３年以上在学し、所定の授業科目について保健衛生学研究科にあっては
12単位以上、博士課程生命理工学系専攻にあっては20単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、
学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、
優れた研究業績を挙げた者と研究科委員会において認めた場合には、１年（２年未満の在学期間をもって
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修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。

第21条　学位論文の審査及び最終試験に関することは、東京医科歯科大学学位規則（平成16年規則第56号。
以下「学位規則」という。）に定めるところにより行うものとする。

　　　第９章　学位

第22条　本学大学院を修了した者には、次の区分により修士又は博士の学位を授与する。

第23条　大学院学生以外の者で、博士の学位を請求して論文を提出する者があるときは、学位規則の定める
ところにより、これを受理するものとする。
２　前項の論文の審査は、本学学位規則の定めるところによりこれを行い、その審査に合格し、かつ、専攻
学術に関し、大学院の博士課程修了者と同様に広い学識を有することが試問により確認された者には、博
士の学位を授与する。

　　　第10章　入学、休学、転学、退学

第24条　入学の時期は、毎年度学年始めとする。ただし、本学大学院において必要があるときは、学期の始
めに入学させることができる。

第25条　修士課程及び博士（前期）課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者と
する。
　⑴　大学（短期大学を除く。）を卒業した者
　⑵　学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
　⑶　外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
　⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

区　　分 学　　位

医歯学総合研究科

修士課程（医療管理政策学コ
ースを除く。）

修士（医科学）
修士（歯科学）
修士（理学）
修士（工学）
修士（口腔保健学）

修士（医療管理学）
修士（医療政策学）

博士（医学）
博士（歯学）
博士（学術）

博士（理学）
博士（工学）

修士（看護学）
修士（保健学）

博士（看護学）
博士（保健学）

保健衛生学研究科

修士課程（医療管理政策学コ
ース）

博士課程（生命理工学系専攻
を除く。）

博士課程（生命理工学系専攻）

博士（前期）課程

博士（後期）課程
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育における16年の課程を修了した者
　⑸　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
　⑹　大学に３年以上在学し、又は、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院にお
いて、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　⑺　本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で、22歳に達した者

　⑻　その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
２　博士課程（生命理工学系専攻を除く）に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者
とする。
　⑴　大学の医学、歯学、薬学又は獣医学（６年の課程）を履修する課程を卒業した者
　⑵　外国において、学校教育における18年の課程を修了した者
　⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教
育おける18年の課程を修了した者

　⑷　文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）
　⑸　大学（医学、歯学、薬学又は獣医学（６年の課程））に４年以上在学し、又は、外国において学校教
育における16年の課程（医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了し、本大学
院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　⑹　本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で、24歳に達した者

　⑺　その他本学大学院において、大学の医学、歯学及び獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者

３　博士（後期）課程及び博士課程生命理工学系専攻に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに
該当する者とする。
　⑴　修士の学位を有する者
　⑵　外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
　⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当する学位を
授与された者

　⑷　文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
　⑸　本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認めた者で、24歳に達した者

　⑹　その他本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

第26条　入学検定は、人物、学力及び身体について行うものとする。ただし、学力検査は試験検定とし、試
験の方法は、その都度定める。

第27条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、定められた期日までに所定の書類を提出する
とともに、入学料を納付するものとする。ただし、第41条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請
し受理された者にあっては、当該免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間、入学料の徴収を
猶予する。
２　学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。

第28条　学長は、本学大学院を退学した者が、再入学を願い出たときは、選考のうえ、許可することがある。
２　前項に関し必要な事項は、当該研究科が別に定める。
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第29条　学生が病気その他の事由により、３ケ月以上休学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な理
由書を添え、保証人連署で学長に願出て許可を受けなければならない。

第30条　前条による休学者で休学期間中にその事由が消滅したときは、保証人連署で復学を願出ることがで
きる。

第31条　休学は、１年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、更に１年以内の休学を
許可することがある。休学期間は修業年数に算入しない。

第32条　学長は、特に必要と認めたものには休学を命ずることがある。

第33条　学長は、他の大学院に在学する者が、本学大学院に転学を願い出たときは、選考のうえ、許可する
ことがある。
２　前項に関し、必要な事項は、当該研究科委員会が別に定める。

第34条　学生が、他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して学長に願い出て、その許可を受
けなければならない。

第35条　学生が病気その他の事由で退学しようとするときは保証人連署で学長に願出てその許可を受けなけ
ればならない。

第36条　学長は学生が病気その他の事由で成業の見込がないと認めたときは、退学を命ずることがある。

　　　第11章　入学検定料、入学料及び授業料

第37条　授業料、入学料及び検定料の額については、別に定める。

第38条　入学志願者は、出願と同時に検定料を納付しなければならない。

第39条　授業料は、次の２期に分けて納付しなければならない。
　　前期　　４月中
　　後期　　10月中
２　前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度
の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項の規定にかかわらず、入学を許可さ
れる者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
４　第１項の授業料納入の告知・督促は、所定の場所（大学院掲示板）に掲示するものとする。

第40条　既納の料金はいかなる事由があっても返還しない。
２　前条第３項の規定に基づき授業料を納付した者が、入学年度の前年度の３月31日までに入学を辞退した
場合には、前項の規定にかかわらず、納付した者の申出により当該授業料に相当する額を返還する。
３　前条第２項及び第３項の規定に基づき授業料を納付した者が、後期分授業料の徴収時期以前に休学又は
退学した場合には、第１項の規定にかかわらず、後期分の授業料に相当する額を返還する。
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第41条　本学大学院に入学する者であって経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀
と認められる者並びに前記に該当しない者であっても、本学大学院に入学前１年以内において、入学する
者の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは
その者の学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者及び当該
者に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者については、本人の申請により、入学料の全額
又は半額を免除することがある。
２　本学大学院に入学する者であつて、経済的理由によつて納付期限までに入学料の納付が困難であり、か
つ、学業優秀と認められる者、入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学
資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者及びその他
やむを得ない事情があると認められる者については、本人の申請により入学料の徴収猶予をすることがあ
る。
３　入学料の免除の申請をした者で、免除を許可されなかつた者又は半額免除を許可された者のうち、前項
に該当する者は、免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
４　前３項の取扱いについては、別に定める。

第42条　停学に処せられた者の授業料は徴収するものとする。

第43条　行方不明、その他やむを得ない事由がある者の授業料は本人又は保証人の申請により徴収を猶予す
ることがある。

第44条　死亡又は行方不明のため除籍され、或は授業料の未納を理由として退学を命ぜられた者の未納の授
業料は全額を免除することがある。

第45条　毎学期開始前に休学の許可を受けた者及び休学中に休学延期の許可を受けた者の休学中の授業料は
免除する。
２　各学期の中途で復学する者のその期の授業料は、復学当月からつぎの授業料徴収期の前月まで、月割計
算により復学の際徴収する。

第46条　経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者及び学生又は学生
の学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難と認められる者については、本人の申請によ
り授業料の全額若しくはその一部を免除又は徴収猶予することがある。
２　前項の取扱については別に定める。

第47条　入学料の免除の申請をした者で、免除を許可されなかった者又は半額免除を許可された者が、納
付すべき入学料を免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付しない場合
は、除籍する。ただし、第41条第３項の規定により徴収猶予の申請をした者を除く。

２　入学料の徴収猶予の申請をした者で、徴収猶予を許可されなかつた者が、納付すべき入学料を徴収猶予
の不許可を告知した日から起算して14日以内に納付しない場合は、除籍する。

３　入学料の徴収猶予の申請をした者で、徴収猶予を許可された者が、納付期限までに入学料を納付しない
場合は、除籍する。

第48条　授業料を所定の期間内に納入しない者で、督促を受け、なおかつ怠る者は退学を命ずる。
２　前項の督促は文書をもってするものとする。
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　　　第12章　外国人留学生

第49条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者がある
ときは、本学大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可す
ることがある。
２　その他外国人留学生については、別に定める。

　　　第13章　特別聴講学生及び特別研究学生

第50条　他の大学院の学生又は外国の大学院等の学生で、本学大学院の授業科目の履修を志願する者がある
ときは、当該他の大学院又は外国の大学院等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として入学を
許可することがある。
２　特別聴講学生の受入れの時期は、学期の始めとする。ただし、当該特別聴講学生が外国の大学院等の学
生で、特別の事情がある場合の受入れの時期は、研究科においてその都度定めることができる。
３　その他特別聴講学生については、別に定める。

第51条　他の大学院の学生又は外国の大学院等の学生で、本学大学院において研究指導を受けることを志願
する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等と協議して定めるところにより、特別研究学生
として入学を許可することがある。
２　特別研究学生の受入れの時期は、原則として、学期の始めとする。
３　その他特別研究学生については、別に定める。

第52条　この章又は細則に定めるものを除くほか、特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いについては、こ
の学則（特別聴講学生又は特別研究学生が外国人である場合には、東京医科歯科大学外国人留学生規則（平
成16年規則第182号）を含む。）の大学院学生に関する規定を準用する。

　　　第14章　科目等履修生及び聴講生

第53条　本学大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、
科目等履修生として入学を許可することがある。

第54条　前項により入学した者には、第18条の規定を準用し、単位を与える。

第55条　その他科目等履修生については、別に定める。

第55条の２　本学大学院が開設する授業科目中、特定の授業科目について聴講を志願する者があるときは、
選考の上、聴講生として入学を許可することがある。
２　その他、聴講生については、別に定める。

　　　第15章　大学院研究生

第56条　本学大学院教員の指導を受け、特定の専門事項について研究しようとする者は、選考の上、大学院
研究生として入学を許可することがある。
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２　その他大学院研究生については、別に定める。

　　　第16章　教員組織

第57条　大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、当該研究科委員会等の議を経て、学長が命ずる。

　　　第17章　雑則

第58条　この学則に定めるもののほか、大学院学生に関し必要な事項については、東京医科歯科大学学則（平
成16年規程第４号）を準用する。

　　　附　則
１　この学則は、平成16年４月１日から施行する。

　　（省略）

　　　附　則（平成22年３月30日規程第４号）
１　この学則は平成22年４月１日から施行する。
２　平成22年３月31日において現に本学に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成22年４月１日以
降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお
従前の例による。

　　　附　則（平成22年12月22日規程第11号）
　この学則は、平成22年12月22日から施行し、平成22年10月１日から適用する。

　　　附　則（平成23年４月１日規程第２号）
１　この学則は、平成23年４月１日から施行する。
２　第８条第１号の規定にかかわらず、医歯学総合研究科博士課程の平成23年度から平成25年度の収容定員
は、それぞれ次のとおりとする。

３　第21条の規定にかかわらず、平成23年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」と

区　　分 専　　攻　　名
平成25年度

収容定員
平成24年度平成23年度

口腔機能再構築学系
顎顔面頸部機能再建学系
生体支持組織学系
環境社会医歯学系
老化制御学系
全人的医療開発学系
認知行動医学系
生体環境応答学系
器官システム制御学系
先端医療開発学系

博　士　課　程

 171
 116
 69
 79
 46
 33
 74
 66
 116
 86

 174
 112
 66
 78
 52
 34
 72
 64
 116
 88

 177
 108
 63
 77
 58
 35
 70
 62
 116
 90
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いう。）及び平成23年４月１日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、
なお従前の例による。

　　　附　則（平成23年12月16日規程第９号）
　この学則は、平成24年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成24年３月31日規程第２号）
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
２　平成24年３月31日において現に本学大学院に在学する者については、改正後の規則にかかわらず、なお
従前の例による。
３　改正後の第６条第１号の規定にかかわらず、医歯学総合研究科修士課程の平成24年度の収容定員、医歯
学総合研究科博士課程医歯学系専攻の平成24年度から平成26年度までの収容定員並びに医歯学総合研究科
博士課程生命理工学系専攻の平成24年度及び平成25年度の収容定員については、それぞれ次のとおりとす
る。
　⑴　医歯学総合研究科

区　　分 専　　攻　　名
収容定員
平成24年度

医歯理工学
 （医療管理学コース）
 （医療政策学コース）

修　士　課　程
 110
 （5 ）
 （10 ）

　備考　括弧内の数字は、医療管理政策学コースに係る収容定員の
　　　　数を内数で示す。

区　　分 専　　攻　　名
収容定員

平成24年度

医歯学系博　士　課　程 189　　378

平成25年度

567

平成26年度

区　　分 専　　攻　　名
収容定員

平成24年度

生命理工学系博　士　課　程

平成25年度

 25  50
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○東京医科歯科大学大学院履修規則
  平成22年３月20日
  規  則  第  42  号
　（趣旨）
第１条　東京医科歯科大学大学院における授業の履修に関しては、東京医科歯科大学大学院学則（平成16年
規程第５号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

　（授業科目及び履修）
第２条　本大学院の授業科目及び履修は、各研究科教授会の議を経て別表１に定めるものとする。

　（授業）
第３条　授業は、講義、演習、実験若しくは実習により行い、必修、選択必修又は選択とする。

　（１単位当たりの授業時間）
第４条　大学院学則第13条の２に定める１単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
　（１）医歯学総合研究科
　　ア　講義　　　　　15時間
　　イ　演習　　　　　30時間
　　ウ　実験及び実習　45時間
　（２）保健衛生学研究科
　　ア　講義　　　　　15時間
　　イ　演習　　　　　30時間
　　ウ　実験及び実習　45時間

　（試験及び単位）
第５条　履修した授業科目については、試験を行う。ただし、試験を行うことが困難な授業科目等については、
試験によらず、学修の成果をもって、又は指定した課題についての報告をもって試験に替えることがある。

２　前項の試験に合格したときは、所定の単位を与える。
３　実習を伴わない授業科目については、試験に合格したときは所定の単位を与える。ただし、一授業科目
の試験を分割して実施する科目については、そのすべての試験に合格しなければ単位を取得することがで
きない。

４　実習を伴う授業科目については、試験に合格し、かつ、その授業科目の実習修了の認定が行われなけれ
ば所定の単位を取得することができない。

　（雑則）
第６条　この規則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成24年３月12日規則第33号）
１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
２　平成24年３月31日において現に本学大学院に在籍する者については、改正後の規則にかかわらず、なお
従前の例による。

（                        ）
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（１）大学院医歯学総合研究科修士課程医歯理工学系専攻
別表１

基礎科目

医歯学総合概論
初期研究研修
医歯理工学先端研究特論
人体形態学*1
口腔形態学*2,*3
人体機能学*1,*2,*3
病理病態学*1,*2,*3
環境社会医歯学*1,*2,*3
病院実習
口腔保健学臨地実習*3
生化学
薬理学
免疫学
発生・再生科学
細胞生物学特論
神経疾患特論
遺伝医学特論
口腔保健福祉学
バイオインフォマティクス
疾患オミックス情報学特論
機能分子化学
ケミカルバイオロジー特論
ケミカルバイオロジー技術特論
分子構造学特論
生体材料学
バイオメディカル理工学
人間環境医療工学
医歯薬産業技術特論
英語交渉・ディベート特論
研究倫理・医療倫理学
トランスレーショナルリサーチ特論
クリニカル・インフォマティクス特論
産学リンケージ特論
医科学演習*1
医科学実習*1
歯科学演習*2
歯科学実習*2
口腔保健学演習*3
口腔保健学実習*3
理工学演習*4
理工学実習*4
課題研究
医療提供政策論
医療社会政策論
世界の医療制度

2
1
1

4

科目区分 授業科目の名称 単位数
選択必修

専門科目

演習・実習・研究科目

医療管理政策学科目
（医療管理政策学コース）

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
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科目区分 授業科目の名称 単位数
選択必修

医療保険論
医療保険制度改革論
医療計画制度
医療産業論
医療経済論
医療と社会の安全管理
医療機関リスク管理
医療のＴＱＭ
医療機能評価
医療制度と法
医事紛争と法
生命倫理と法
病院情報管理学
診断情報管理学
ＩＴ時代の医療診断システムとセキュリティ
医療思想史
世界の文化と医療
世界の宗教と死生観
病院設計・病院設備
衛生工学・汚染管理
戦略と組織
財務・会計
ロジスティクス
人的資源管理
人材の開発と活用
医療におけるリーダーシップ論
医療とコミュニケーション
ヘルスリテラシーと啓発論
医学概論
臨床研究・治験
健康情報データベースと統計分析
課題研究

医療管理政策学科目
（医療管理政策学コース）

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

１　下記に示す修了要件単位を修得すること。
　⑴　修士（医科学）、修士（歯科学）の修得を目指す学生は、基礎科目の必修及び選択科目から８単位以上、専門科目

又は医療管理政策学科目から10単位以上、演習・実習・研究科目の必修及び選択科目から12単位を修得し、30単
位以上修得すること。

　⑵　修士（口腔保健学）の修得を目指す学生は、基礎科目の必修及び選択科目から10単位以上、専門科目又は医療管
理政策学科目から８単位以上、演習・実習・研究科目の必修及び選択科目から12単位を修得し、30単位以上修得
すること。

　⑶　修士（理学）、修士（工学）の修得を目指す学生は、基礎科目の必修科目及び専門科目又は医療管理政策学科目か
ら４単位以上、専門科目の選択科目から14単位以上、演習・実習・研究科目の必修及び選択科目から12単位を修
得し、30単位以上修得すること。

　⑷　修士（医療管理学）、修士（医療政策学）の修得を目指す学生は医療管理政策学科目のうち課題研究８単位及びそ
の他の科目を22単位以上を修得し、30単位以上修得すること。

２　*1は、修士（医科学）の修得を目指す学生について必修科目とする。
３　*2は、修士（歯科学）の修得を目指す学生について必修科目とする。
４　*3は、修士（口腔保健学）の修得を目指す学生について必修科目とする。
５　*4は、修士（理学）、修士（工学）の修得を目指す学生について必修科目とする。
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○東京医科歯科大学学位規則
 平成16年４月１日
 規  則  第  56  号
　（目的）
第１条　この規則は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条の規定に基づき、本学において授与する
学位の種類、学位論文の審査及び試験の方法その他学位に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（学位の種類）
第２条　本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
２　本学における学士、修士及び博士の学位には、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
　学士（医学）
　学士（看護学）
　学士（保健学）
　学士（歯学）
　学士（口腔保健学）
　修士（医科学）
　修士（歯科学）
　修士（医療管理学）
　修士（医療政策学）
　修士（看護学）
　修士（保健学）
　修士（理学）
　修士（工学）
　修士（口腔保健学）
　博士（医学）
　博士（歯学）
　博士（学術）
　博士（看護学）
　博士（保健学）
　博士（理学）
　博士（工学）

　（学位授与の要件）
第３条　学士の学位は、東京医科歯科大学学則（平成16年規程第４号）の定めるところにより、本学を卒業
した者に授与する。

２　修士の学位は、東京医科歯科大学大学院学則（平成16年規程第５号。以下「大学院学則」という。）の
定めるところにより、本学大学院の修士課程及び博士（前期）課程を修了した者に授与する。

３　博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、本学大学院の博士課程又は博士（後期）課程を修了
した者に授与する。

（                        ）
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４　前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格し、かつ、
本学大学院の博士課程又は博士（後期）課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者
にも授与する。

　（学位論文の提出）
第４条　前条第２項又は第３項の規定により、学位論文の審査を申請する者は、学位に付記する専攻分野の
名称を指定して、学位論文に所定の書類を添えて、所属の研究科の長に提出するものとする。
２　前条第４項の規定により、学位を請求する者は、学位に付記する専攻分野の名称を指定して、学位論文
に所定の書類を添えて、学長に提出するものとする。
３　前項の提出にあたっては、本学の教授又は研究科委員会の構成員である准教授の推薦を必要とする。
４　提出する学位論文は、自著一編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
５　いったん受理した学位論文（参考として添付された論文を含む。）は、返付しない。

　（審査料）
第５条　第３条第４項の規定により学位を請求する者は、審査料を納付しなければならない。
２　前項の審査料の額は、別に定める。
３　既納の審査料は還付しない。

　（学位論文の審査）
第６条　研究科等の長は、第４条第１項の規定により学位論文の審査の申請を受理したときは、研究科委員
会等に審査を付託する。

２　学長は、第４条第２項の規定により、学位請求の申請を受理したときは、学位に付記する専攻分野の名
称に応じ、関係の研究科委員会等に学位論文の審査を付託する。

第７条　前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会等は、学位論文ごとに本学の専任教員
３名以上により構成される審査委員会を設けて審査を行う。

２　前項の審査委員会の委員のうち、修士に係る審査については１名以上を、博士に係る審査については２
名以上を教授としなければならない。

３　研究科委員会等は、学位論文の審査（最終試験及び試験を含む。）に当たって必要と認めたときは、第
１項に定める者のほか、他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院の教員等を審査委員会の委員に
委嘱することができる。

４　審査委員会は、審査上必要があるときは、学位論文（参考として添付された論文を含む。）の訳文又は
標本等の提出を求めることができる。

　（最終試験又は試験等）
第８条　審査委員会は、学位論文の審査が終わった後に、当該論文を中心として、これに関連のある科目に
ついて最終試験又は試験を行う。
２　前項の最終試験又は試験の方法は、口頭又は筆答とする。
３　審査委員会は、第３条第４項の規定により学位を請求する者については、専攻学術に関し、本学大学院
の博士課程又は博士（後期）課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するため、口頭又は
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筆答による試問（外国語を含む。）を行う。
４　本学大学院の博士課程に４年以上在学し、大学院学則第21条第３項に規定する博士課程における所定の
単位を修得して退学した者が、本学大学院博士課程入学後10年以内に、第３条第４項の規定により学位を
請求するときは、前項の試問を免除する。

５　本学大学院の博士（後期）課程に３年以上在学し、大学院学則第21条第４項に規定する博士（後期）課
程における所定の単位を修得して退学した者が、本学大学院博士（後期）課程入学後８年以内に、第３条
第４項の規定により学位を請求するときは、第３項の諮問を免除する。

　（審査期間）
第９条　審査委員会は、その設置後、修士の学位にあっては３月以内、博士の学位にあっては１年以内に、
学位論文の審査並びに最終試験又は試験及び試問を終了しなければならない。ただし、特別の事情がある
ときは、研究科委員会の議決によりその期間を延長することができる。

　（審査委員会の報告）
第10条　審査委員会は、学位論文の審査並びに最終試験又は試験及び試問を終了したときは、すみやかにそ
の結果を研究科委員会に報告しなければならない。

　（研究科委員会等の審議）
第11条　研究科委員会は、前条の報告に基づいて、学位授与の可否について審議する。
２　前項の審議を行うには、研究科委員会委員構成員（海外渡航中の者及び休職中の者を除く。）の３分の
２以上の出席を必要とする。
３　学位を授与できるものと議決するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。

　（学長への報告）
第12条　研究科委員会等が、学位を授与できるものと議決したとき（第６条第２項の規定により学位論文の
審査を付託された者については、学位を授与できるものと議決されなかったときを含む。）は、研究科等
の長は、学位論文に学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査の要旨並びに最終試験又は試験及び試問の
成績を添えて、学長に報告しなければならない。
２　研究科委員会等が、第６条第１項の規定により、学位論文の審査を付託された者について、学位を授与
できるものと議決したときは、研究科等の長は、前項に定めるもののほか、論文目録及び履歴書を添えて
学長に報告しなければならない。

　（学位記の授与）
第13条　学長は、第３条第１項の規定により、学士の学位を授与すべき者に学士の学位記を授与する。
２　学長は、前条の報告に基づいて、修士又は博士の学位の授与の可否について認定のうえ、学位を授与す
べき者には、当該学位の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨通知する。

　（学位記の様式）
第14条　学位記の様式は、別紙様式第１、別紙様式第２、別紙様式第３、別紙様式第４、別紙様式第５、別
紙様式第６、別紙様式第７及び別紙様式第８のとおりとする。
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　（博士論文要旨等の公表）
第15条　大学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３月以内に、その学位論文の内
容の要旨及び学位論文の審査の結果の要旨を公表するものとする。

　（博士論文の公表）
第16条　博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から１年以内に、学位論文を印刷公表する
ものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承
認を受けて、当該学位論文の全文に代えて、その内容を要約したものを印刷公表することができる。この
場合、本学は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

　（学位の名称の使用）
第17条　学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、東京医科歯科大学名を付記するものとする。

　（学位授与の取消）
第18条　学位を授与された者が次の各号の一に該当するときは、学長は関係の学部教授会又は研究科委員会
の議決を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させるものとする。
　⑴　不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき
　⑵　その名誉を汚す行為があったとき
２　学部教授会において前項の議決を行う場合は、教授会構成員（海外渡航中及び休職中の者を除く。）の
３分の２以上の出席を必要とし、かつ無記名投票により出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。
３　研究科委員会において第１項の議決を行う場合は、第11条第２項及び第３項の規定を準用する。

　（学位授与の報告）
第19条　本学において博士の学位を授与したときは、学長は、文部科学大臣に報告するものとする。

　（その他）
第20条　本規則に定めるもののほか、修士及び博士の学位論文の審査及び試験に関し必要な事項は、各研究
科委員会が別に定める。

　附　則
１　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
２　この規則の施行前に廃止前の東京医科歯科大学学位規則（昭和50年学規第33号）の規定によりなされた
手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

　附　則（平成19年３月６日規則第３号）抄
　（施行期日）
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　附　則（平成22年12月22日規則第80号）
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　この規則は、平成22年12月22日から施行し、平成22年10月１日から適用する。

　附　則（平成24年３月31日規則第43号）
１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
２　平成24年３月31日において現に本学大学院に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお
従前の例による。
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８．諸手続きについて
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９．学内主要施設

10．校内案内図


